
 

柏崎市中間前金払取扱要領 

 

平成２２（２０１０）年１２月１日 伺定  

最終改正 令和４（２０２２）年２月２２日 伺定  

 

（趣旨） 

１ この要領は、柏崎市が発注した工事の中間前金払に関する取扱いについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事及び要件） 

２ 中間前金払の支払を行う工事は、新潟県柏崎市財務規則（平成１６年規

則第５号）第９２条第２項並びに建設工事請負基準約款（以下「約款」と

いう。）第３６条第１項及び第２項の規定に該当し、同条第３項の規定によ

り前払金を支払った工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当

する場合に適用するものとする。 

 ⑴ 工期の２分の１を経過していること。 

 ⑵ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされ

ている当該工事に係る作業が行われていること。 

 ⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の２分の

１以上の額に相当するものであること。 

（中間前金払の率等） 

３ 中間前払金の額は、請負金額の１０分の２以内とする。ただし、前払金

の額と中間前払金の額の合計額は、請負金額の１０分の６を超えないもの

とする。 

（中間前金払の端数整理） 

４ 中間前払金に１０万円未満の端数金額がある場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

（中間前金払の制限） 

５ 歳計現金の保有及び特定財源の収入状況によっては、中間前金払を制限

し、又は支払いしないことがある。 

 （手続方法） 

６ 中間前金払の認定手続等については、次のとおりとする。 

⑴ 受注者は、２の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、中間前払金を



 

請求するときは、中間前金払認定請求書（別記第１号様式）及び工事履

行報告書（別記第２号様式）を、契約検査課へ提出するものとする。 

⑵ 契約検査課は、中間前払金の請求があったときは，要件を満たしてい

るか認定審査を行い、中間前金払認定通知書（別記第３号様式）により、

１４日以内に受注者に通知するものとする。 

 ⑶ 中間前金払の認定を受けた受注者は、請求書及び保証事業会社が発行

した中間前払金保証証書に中間前金払申請書（別記第４号様式）を添え

て契約検査課に提出するものとする。 

附 則 

この要領は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 

別記 

第１号様式 

年  月  日 

 

中間前金払認定請求書 

 

柏崎市長 様 

                       受注者  

 

 下記の工事について、中間前金払の請求をしたいので、要件を満たしていることの認

定を請求します。 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日   年  月  日 

請負金額

（Ａ） 
            円 

前金払額

（Ｂ） 
              円（10 万円未満切捨て） 

中間前金払額

（Ｃ） 

                円（10 万円未満切捨て） 

（Ａの 10 分の 2 以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの 10 分の 6 以内であるこ

と。） 

工   期    年  月  日から    年  月  日まで 

摘   要  

 

 

 

 

※決裁欄（受注者は記入しないでください。） 

契約検査 

課 長 
課長代理 係長 係員 中間前金払の要件を満たしていることを 

 

□認定する。 

□認定しない。 

    



 

別記 

第２号様式 

工事履行報告書 

受注者 現場代理人 

氏 名 

 

年  月  日現在 

工事番号  

工 事 名  

工  期     年  月  日から    年  月  日まで 

月  別 
予定工程（％） 

（ ）は、工程変更後 

実施工程（％） 

（ ）は、予定工程との差 
備  考 

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

備考 

注 １ 実施工程は出来形集計です。 

注 ２ 「月別」欄が不足する場合は、適宜増やしてください。 



 

別記 

第２号様式（記入例） 

工事履行報告書 

受注者 

 株式会社 ○○○○    

現場代理人 

氏 名 

 

平成２２年１２月１日現在 

工事番号 ○○第○○号 

工 事 名 ○○○○工事 

工  期 平成２２年４月３０日から平成２３年３月１７日まで 

月  別 
予定工程（％） 

（ ）内は，工程変更後 

実施工程（％） 

（ ）内は，予定工程の

差 

備  考 

２２.４ 0.0 （    ） 0.0 差（  0.0）  

５   0.0 （    ） 0.0 差（  0.0）  

６   2.3 （    ） 0.8 差（-  1.5）  

７   4.8 （    ） 4.6 差（-  0.2）  

８ 11.3 （    ） 8.2 差（-  3.1）  

９ 18.1 （    ） 15.1 差（-  3.0）  

１０ 27.6 （    ） 32.5 差（+  4.9）  

１１ 37.0 （    ） 66.9 差（+ 29.9） ＞50％ 

１２ 55.8 （    ）   

２３.１ 76.8 （    ）   

２ 98.2 （    ）   

３ 100.0 （    ）   

備考 

注 １ 実施工程は出来形集計です。 

注 ２ 「月別」欄が不足する場合は適宜増やしてください。 

○中間前払金の認定要件 

例 11 月末の状況 

・工期の 1/2 を経過    

・工期の 1/2 までの作業を実

施済 

・作業に要する経費が請負

金額の 1/2（出来高 50％）

以上 



 

別記 

第３号様式 

 

第     号 

年  月  日 

 

中間前金払認定（非認定）通知書 

 

 

            様 

 

                        柏崎市長 

                         （担当        ） 

 

   年  月  日付けで認定の請求があった下記の工事について、進捗状況を調査

したところ、中間前払金の請求ができる要件を満たしていることを認定します。 

                             （認定しません。） 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日   年  月  日 

請負金額（Ａ）                 円 

前払金額（Ｂ）              円（10 万円未満切捨て） 

中間前払金額（Ｃ） 

               円（10 万円未満切捨て） 

（Ａの 10 分の２以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの 10 分の６以内であ

ること。） 

工   期    年  月  日から   年  月  日まで 

摘   要  

  



 

別記 

第４号様式 

年   月   日 

 

 

中間前金払申請書 

  

 

柏崎市長  様 

 

                    受 注 者 

 

 

 下記の工事について、中間前金払の支払を受けたく、関係書類を添えて申請いたしま

す。 

申請の中間前金払の額については、査定によって減額されても異議ありません。 

 

記 

１ 工 事 番 号    

２ 工 事 名    

３ 工 事 場 所    

４ 工    期    

５ 請 負 金 額   ￥ 

６ 契 約 年 月 日    

７ 中間前金払申請額 ￥  

８ 添 付 書 類   （１）保証証書 正副各１通 

           （２）中間前払保証約款 

 

 


